
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：平成３１年１月２２日（火） １０：０１～１０：１１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣） 

𠮷 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

櫻 田 義 孝 国務大臣 

欠 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

欠 席 者：野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ３件 

〇国会提出案件    ２件 

○政令        ２件 

○人事        ３件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，東日本大震災八

周年追悼式の実施について，御決定をお願いいたします。本件につきましては，後

程，内閣総理大臣臨時代理たる麻生副総理及び内閣官房長官から御発言があります。 

次に，世界遺産登録に向けた推薦について，御了解をお願いいたします。本件は，

世界遺産条約等に基づき，「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」の推薦書正

式版をユネスコ世界遺産センターに提出することとするものであります。 

次に，「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員

会の意見の報告」について，御決定をお願いいたします。本件は，郵政民営化法に

基づき，民営化の進捗状況についての同委員会の意見を国会に報告するものであり

ます。 

次に，「国民生活安定緊急措置法施行状況報告書」について，御決定をお願いいた 

します。本件は，同法に基づき，生活必需物資等の価格及び需給の調整等に関する

緊急措置について，平成３０年７月１日から１２月３１日までの間において，講じ

た措置はないことを，国会に報告するものであります。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。「国民健康保険法施行令の 

一部を改正する政令」及び「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正

する政令」は，保険料負担の適正化等を図るため，国民健康保険及び後期高齢者医

療の保険料に係る見直しを行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，文部科学省人事といたしまして，

高等教育局長義本博司を願いに依り免じ，その後任に，大臣官房付伯井美徳を充て

ることを承認することについて，御決定をお願いいたします。 

次に，廣岡公夫外１５１名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

 次に，件名外案件について，申し上げます。まず，「第１９８回国会の開会式にお

けるおことば案」について，御決定をお願いいたします。お手元の「おことば案」

を朗読いたします。 

本日，第１９８回国会の開会式に臨み，全国民を代表する皆さんと一堂に会する

ことは，私の深く喜びとするところであります。国会が，国民生活の安定と向上，

世界の平和と繁栄のため，永年にわたり，たゆみない努力を続けていることを，う

れしく思います。ここに，国会が，当面する内外の諸問題に対処するに当たり，国

権の最高機関として，その使命を十分に果たし，国民の信託に応えることを切に希

望します。 

 「おことば」があるまで，不公表扱いといたしたいので，御了承をお願いいたし

ます。なお，「おことば案」は，そのまま席上に置かれるよう，お願いいたします。 

 次に，件名外の人事案件について，申し上げます。第１９８回国会における政府

特別補佐人として，人事院総裁，内閣法制局長官，公正取引委員会委員長，原子力

規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長の５名を国会に出席させるため，両
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議院議長の承認を求めることについて，御決定をお願いいたします。なお，本件は

両議院議長に通知するまで,公表しない扱いといたしたいので，御了承をお願いい

たします。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。私から２件申し上げます。まず，第１

９８回国会に提出予定の法律案等について，申し上げます。

 来る通常国会に内閣から提出を予定する法律案等につきましては，各府省から提

出されたものを取りまとめ整理いたしました結果，お手元の資料のとおり，提出予

定法律案は５８件，うち，予算関連法案は２３件，提出予定条約は１０件となりま

した。このほか，提出を検討中の法律案が４件，条約が４件ございます。 

また，閣議決定の期限につきましては，予算関連法案は２月１９日，それ以外の

法案は３月１９日といたしますが，円滑な国会審議及び早期成立に資する観点から，

できる限り早く閣議決定ができるように，準備を進めていただきますようお願いい

たします。 

なお，本資料は，今後，衆・参の議院運営委員会理事会で説明を予定しており，

それまでの間，不公表扱いといたしたいので，御了承願います。 

 次に，東日本大震災八周年追悼式の実施について，申し上げます。 

１ 追悼式は，来たる３月１１日，国立劇場において，文仁親王同妃両殿下の御臨

席のもとに，各界代表の参加を得て行うこと。 

２ 追悼式の実施のため，実行委員長は，内閣総理大臣とし，委員等は総理が委嘱

すること。 

としております。追悼式は，今後，関係方面とも密接な連携を取りつつ，速やかに

諸般の準備を進め，その実施に万全を期すつもりでありますので，各位の御協力を

お願いいたします。 

次に，内閣総理大臣臨時代理たる麻生副総理から御発言がございます。 

〇麻生国務大臣：東日本大震災八周年追悼式につきましては，実行委員長は，内閣総

理大臣が務め，副委員長には，菅内閣官房長官，山本内閣府特命担当大臣及び渡辺

復興大臣の３名に，また，実行委員には，各国務大臣，内閣官房副長官，内閣府の

中根副大臣，舞立大臣政務官等にお願いいたします。追悼式の実施に遺漏なきよう，

必要な準備事務は，山本大臣を中心に行っていただきたい。 

○菅国務大臣：次に，文部科学大臣

〇柴山国務大臣：１月１８日，イプシロンロケット４号機により，革新的衛星技術実

証１号機の打上げに成功しました。今回で，我が国の基幹ロケットは連続４５機の

打上げ成功となりました。 

ＪＡＸＡでは，大学や企業などが開発した機器や部品，超小型衛星に，宇宙空間

での実証の機会を提供する「革新的衛星技術実証プログラム」を実施しており，今

回打上げに成功したのは，本プログラムの最初の実証機となります。  

文部科学省としては，引き続き，宇宙分野を支える技術基盤や産業基盤の維持・

発展に向けた取組を積極的に進めてまいります。 

○菅国務大臣：次に，厚生労働大臣
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〇根本国務大臣：厚生労働省で実施している毎月勤労統計調査において，一定規模以 

上の事業所について全数調査をするとしていたところを，平成１６年から一部抽出 

調査で行っていたこと等が判明しました。政策立案や保険給付，学術研究や経営判 

断等の基礎として，常に正確性が求められる政府統計について，こうした事案をひ 

き起こしたことは誠に遺憾です。 

今後，毎月勤労統計調査について，適正な調査となるよう改めるとともに，厚生 

労働省関係統計の正確性の確保に向けた検証を行い，二度とこうした事案を起こす

ことのないよう，徹底した再発防止策を策定し，実施してまいります。現在，今般

の事案に関する過去の経緯と原因について，統計の専門家や弁護士等の外部有識者

で構成される「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」において，徹底した

解明を行っており，関係職員の処分等も含めて，然るべく対応してまいります。 

平成１６年からの取扱いの結果，毎月勤労統計調査における給与額が低めになり， 

この調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険，

労災保険，船員保険の各制度において追加給付が必要になりました。このため，去

る１８日，平成３１年度予算の概算の変更を行っていただき，追加給付に必要な給

付費等として所要の予算を計上させていただきました。厚生労働省としては，国民

の皆様からの給付に関する御照会，御相談にきめ細かく対応するとともに，追加給

付の速やかな実施に向けた準備に全力で取り組んでまいります。 

今般の事案について，国民の皆様には既に私からお詫び申し上げておりますが， 

総務大臣や財務大臣，経済財政担当大臣をはじめとする各大臣，関係省庁の皆様に

も多大な御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとともに，今後と

も御指導，御協力を賜りますよう，お願い申し上げます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。総務大臣から御発言がございます。 

〇石田国務大臣：本日，「空き家対策に関する実態調査」の結果を関係省に通知し，公 

 表いたします。 

 本調査では，管理不十分な空き家の増大が，全国的な社会問題となっている中， 

各自治体における空家法に基づく対策の実施状況を調査し，所有者等の特定や助 

言・指導等の実情を明らかにするとともに，全国における代執行の実施事例を含 

め，課題の改善に役立つ取組例を数多く情報提供しています。 

 関係大臣におかれましては，各地における空き家対策の更なる取組が推進される 

よう，本調査結果の御活用をお願いいたします。 

○菅国務大臣：なお，海外出張された農林水産大臣の帰朝報告は，お手元の資料のと 

おりです。 

ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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平成31年 

１月 22日 

◎ 一 般 案 件

○ 東 日 本 大 震 災 八 周 年 追 悼 式 の 実 施 に つ い て

（ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ） 

〃 ○ 「 奄 美 大 島 ， 徳 之 島 ， 沖 縄 島 北 部 及 び 西 表 島 」 の

世 界 遺 産 登 録 に 向 け た 推 薦 に つ い て （ 了 解 ）

（ 環 境 ・ 外 務 ・ 農 林 水 産 省 ） 

◎ 国 会 提 出 案 件

   ○ 郵 政 民 営 化 の 進 捗 状 況 に つ い て の 総 合 的 な 検 証 に

関 す る 郵 政 民 営 化 委 員 会 の 意 見 の 報 告 に つ い て

（ 決 定 ）             （ 内 閣 官 房 ）

〃 ☆ 国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 施 行 状 況 報 告 書 （ 平 成 ３

０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 同 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で ） に つ い

て （ 決 定 ）            （ 消 費 者 庁 ）

◎ 政 令 

○ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令

（ 決 定 ） （ 厚 生 労 働 省 ）

〃 ○ 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を

改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）         （ 同 上 ）

◎ 人 事

   ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ☆ 富 山 大 学 名 誉 教 授 廣 岡 公 夫 外 １ ５ １ 名 の 叙 位 又 は

叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕

5



平 成 31 年 

１ 月 22 日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 第 １ ９ ８ 回 国 会 の 開 会 式 に お け る お こ と ば （ 案 ）

（ 決 定 ）             （ 内 閣 官 房 ）

◎ 人 事

   ○ 第 １ ９ ８ 回 国 会 政 府 特 別 補 佐 人 に つ い て ， 両 議 院

の 議 長 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て （ 決 定 ）

〔○署名あり ☆署名なし〕

 件 名 外 案 件 （ 火 ）

資 料
あ り  

（ 回 収 ） 

資 料
な し
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